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◎「災害時被災者支援制度一覧」について 

 

近年、全国的に、線状降水帯による大雨や特別警報級の台風、大地震などが

発生しており、佐賀市においても毎年のように水害や台風に見舞われていま

す。 

今回、市民の皆さまが被災された場合にお役立ていただくため、さらには平

常時に災害への備えを行う際の参考としていただくため、「災害時被災者支援

制度一覧」を作成しました。 

この一覧を使う時が来ないことが一番ですが、もしものときはご活用くださ

い。 

なお、各支援制度は、対象となる災害の規模や範囲等が違うことから、掲載

されている制度全てが対象となるわけではありませんので、あらかじめご了承

ください。 

また、本一覧には、特殊法人等の支援制度も掲載しておりますが、制度改正

に伴い、各支援制度の内容が変更されている場合もございますので、手続開始

前に、各団体の連絡先へお問い合わせいただくことをお勧めします。
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０．⽀援制度の⼿続の前に 

被災した場合、まずはご自身及び大切な人の安全を確認することが最優先ですが、当座の

身の安全が確保できたら、次は生活再建への対応が必要となります。 

被災された皆さまの生活再建への支援制度は数多く用意されていますが、制度の適用を受

けるには、書類の提出や被害程度の確認等を求められる場合がありますので、以下の点につ

いて、できるだけ早めのご対応をお勧めします。 

 

○被害状況を写真で記録する 

罹災証明書・被災届出証明書の発行や損害保険等への保険金請求などに必要です。 

ポイントは、家の外と中の写真を撮ることで、詳しくは以下のとおりです。 
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○罹災証明書・被災届出証明書の交付申請を行う 

ご自宅が被災されたことを証明する「罹災証明書」を、住所地の自治体が発行します。

国・県の被災者生活再建支援金や各種義援金の手続き、損害保険の請求等に必要となりま

す。※ご自宅以外の被災については「被災届出証明書」を発行します。 

佐賀市の場合、市職員が現地確認等を行い、発行します。大規模な災害の場合、発行まで

に１か月以上かかる場合もありますので、早めの手続きをお勧めします。 

 

■罹災証明書・被災届出証明書の発行手続きについて 

制度概要 

地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受け

た際、保険請求の手続や公的支援の提出資料等として必要とな

る、「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を発行します。 

発行対象者 

（罹災証明書） 

佐賀市内の住家が災害により被害を受けた方 

（被災届出証明書） 

店舗、事務所等の事業を用途として使用している建物又は住

家や事務所等の建物と一体として使用している車庫や物置、

看板等の工作物等に被害を受けた方 

発行手続き時

の注意点 

・ご自宅の経年劣化による雨漏り等、災害に由来しない被害は

対象となりません。 

・火災による住宅等の罹災証明書は、各消防署で発行します。 

受付窓口 
本庁１階 ８番窓口 ※大規模災害の際は、変更する場合あ

り。 

手続に必要な

もの 

・本人証明書類（運転免許証、マイナンバーカード等） 

・被害状況を確認する写真等（写真がない場合は、修繕等の業

者見積書等） 

※代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。 

問い合わせ先 
佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 

URL https://www.city.saga.lg.jp/main/21826.html 
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１．経済・生活面の⽀援 

〈給付等〉 

（１）災害弔慰金（災害救助法適用時） 

制度の内容 

災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金の支給等に関

する法律に基づき､弔慰金を支給します。 

【弔慰金の支給額】 

生計維持者が死亡した場合：５００万円 

その他の者が死亡した場合：２５０万円 

制度が適用

される方 

災害により死亡された方のご遺族 

【支給の範囲・順位】 

 １．配偶者、２．子、３．父母、４．孫、５．祖父母 

 上記のいずれも存しない場合は、兄弟姉妹（死亡した方と死亡当時 

同居していた、又は生計を同じくしていた場合に限ります）。 

制度適用時

の注意点 

【対象となる災害】 

自然災害で１市町村において住居が５世帯以上滅失した災害等 

受付窓口 本庁１階 ８番窓口 ※大規模災害の際は、変更する場合あり。 

手続に必要

なもの 

佐賀市から対象の方へ連絡いたします。 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 

URL https://www.bousai.go.jp/taisaku/choui/pdf/siryo1-1.pdf 
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（２）災害障害見舞金（災害救助法適用時） 

制度の内容 

災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害

弔慰金の支給等に関する法律に基づき､障害見舞金を支給します。 

【見舞金の支給額】 

生計維持者が重度の障害を受けた場合：２５０万円 

その他の者が重度の障害を受けた場合：１２５万円 

制度が適用

される方 

災害により、以下のような重い障害を受けた方 

１．両眼が失明した人 

２．咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃した人 

３．神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常時介護を要 

する人 

４．胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護を要する人 

５．両上肢をひじ関節以上で失った人 

６．両上肢の用を全廃した人 

７．両下肢をひざ関節以上で失った人 

８．両下肢の用を全廃した人 

９．精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害

の程度が前各項目と同程度以上と認められる人 

制度適用時

の注意点 

１市町村において、住居が５世帯以上滅失した自然災害等が対象 

受付窓口 本庁１階 ８番窓口 ※大規模災害の際は、変更する場合あり。 

手続に必要

なもの 

佐賀市から対象の方へご連絡いたします。 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 

URL https://www.bousai.go.jp/taisaku/choui/pdf/siryo1-1.pdf 
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（３）被災者生活再建支援制度（国制度） 

制度の内容 

・被災者生活再建支援法が適用された災害で、居住する住宅が全壊す

るなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支

給します。 

・支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。 

・詳細な内容については、内閣府の防災情報ページ「被災者生活再建

支援法の概要」（下記 URL）をご参照ください。 

【支給額】以下の１、２の支援金の合計額 

（世帯人数が１人の場合、各該当欄の金額の３／４を支給） 

１．住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

    全壊等：100 万円 大規模半壊：50 万円 

２．住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

    建設・購入：200 万円 補修：100 万円 

賃借 （公営住宅除く）：50 万円 

※住宅を一旦賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）

する場合、合計２００（又は１００）万円 

 ※中規模半壊の場合、加算支援金のみ（各該当欄の金額の半額） 

制度が適用

される方 

・住宅が全壊した世帯 

・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず

解体した世帯 

・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継

続している世帯 

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な

世帯（大規模半壊世帯） 

・住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難

な世帯（中規模半壊世帯） 

制度適用時

の注意点 

・１市町村において住居が１０世帯以上全壊した自然災害等が対象 

・被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別

荘、他人に貸している物件などは対象になりません。 

受付窓口 本庁１階 ８番窓口 ※大規模災害の際は、変更する場合あり。 

手続に必要

なもの 

支給申請書、住民票、罹災証明書、預金通帳の写し等 

【加算支援金支給の場合】居宅の購入・賃貸借契約を証するもの 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 

URL https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html 
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（４）被災者生活再建支援制度（佐賀県単独制度） 

制度の内容 

・被災者生活再建支援法が適用されない災害で、居住する住宅が全壊

する等、生活基盤に著しい被害を受けた世帯の世帯主に対して支

援金を交付します。 

これは、国の制度で救済されない被災者の方々を救済するための佐

賀県独自の制度です。 

・支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。 

【交付額】 

以下の１、２の支援金の合計額（世帯人数が１人の場合、各該当欄の

金額の３／４を支給） 

１．住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

    全壊等：100 万円 大規模半壊：50 万円 

２．住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

    建設・購入：200 万円 補修：100 万円 

賃借 （公営住宅除く）：50 万円 

※住宅を一旦賃借後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）

する場合、合計２００（又は１００）万円 

 ※中規模半壊の場合、加算支援金のみ（各該当欄の金額の半額） 

制度が適用

される方 

・住宅が全壊した世帯 

・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず

解体した世帯 

・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継

続している世帯 

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な

世帯（大規模半壊世帯） 

・住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難

な世帯（中規模半壊世帯） 

制度適用時

の注意点 

・県内で生じた被災者生活再建支援制度の対象外の自然災害が対象 

・被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので 、空き家、

別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。 

受付窓口 本庁１階 ８番窓口 

手続に必要

なもの 

交付申請書、住民票、罹災証明書、預金通帳の写し等 

【加算支援金交付の場合】居宅の購入・賃貸借契約を証するもの 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 
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（５）小災害罹災者に対する見舞金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

制度の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の住民が災害救助法の適用外の災害にかかり、物的、精神的な援

護を必要とする状態にある場合、見舞の金品を支給します。 

 

【見舞金】 

・住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯： 

1 人世帯の場合 3 万円、以下世帯員 1 名につき１万円加算 

・住家の半壊、半流失、半焼等の被害を受けた世帯： 

1 人世帯の場合 2 万円、以下世帯員 1 名につき５千円加算 

 

【見舞品】 

・住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯に対し以下の品を

支給 

  毛布：1 人 1 枚 

洗面セット：世帯員数が１～２名の場合１箱、３～４名の場合 

2 箱、5 名以上の場合３箱 

制度が適用

される方 

 

・住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯 

・住家の半壊、半流失、半焼等の被害を受けた世帯 

制度適用時

の注意点 

支給対象は住家のみ（自己所有・借家の別は問わないが事業用等は対

象外です）。 

受付窓口 佐賀市から対象の方へご連絡いたします 

手続に必要

なもの 

特に必要ありません 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 



12 

（６）見舞品等の支給（佐賀市社会福祉協議会） 

 

 

制度の内容 

 

 

 

(5)小災害罹災者に対する佐賀市からの見舞金等同様、家屋の全半壊・床上

浸水の世帯に対し、日本赤十字社佐賀県支部からの見舞い品及び市社会福

祉協議会・佐賀県共同募金会・日本赤十字社佐賀県支部からの見舞金を支

給します。 

 

【見舞金・香典】 

 ・佐賀市社会福祉協議会 

  全焼・全壊：５人世帯まで２万円、6 人以上世帯３万円 

  半焼・半壊：一律１万円 

  香典：お一人１万円 

 

 ・佐賀県共同募金会 

  全焼・全壊：２万円 半焼・半壊：１万円 

  香典：お一人１万円 

 

 ・日本赤十字社関係 

  全焼・全壊：日赤県支部 １万円 

  ※半焼・半壊は対象外、香典はありません 

 

【見舞い品】 

・緊急日用品セット（応急手当用品、筆記用具、携帯ラジオ等）： 

4 人世帯まで 1 個、5 人以上世帯２個 

・バスタオル：1 人 1 枚 

・毛布：1 人 1 枚 

制度が適用

される方 

 

・住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯 

・住家の半壊、半流失、半焼等の被害を受けた世帯 

制度適用時

の注意点 

支給対象は住家のみ（自己所有・借家の別は問わないが、事業用等は対象

外です）。 

受付窓口 
（５）小災害罹災者に対する佐賀市からの見舞金等の手続と同時に受け付

けます。 

手続に必要

なもの 

特に必要ありません 

問い合わせ

先 

佐賀市社会福祉協議会 

（0952-32-6670 ） soumu@scshakyou.jp 
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（７）教科書等の無償給与 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）小・中学校の就学援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

 

 

 

政令で定める程度の災害が発生し、災害救助法が適用された場合、教科書

及び教科書以外の教材（文房具、通学用品等）を補給します。 

※災害救助法が適用された場合、各学校より連絡が行われます。 

制度が適用

される方 

 

災害等により、教科書及び教材を喪失又は損傷等し、就学上支障のある児

童生徒 

制度適用時

の注意点 

児童生徒が佐賀市立以外の学校に在籍している場合、佐賀市からの教科

書及び教材の補給は行いませんので、それぞれの在籍学校等へお問い合

わせください。 

受付窓口 
佐賀市役所大財別館２階 学事課 学校支援係 

※児童生徒が在籍している佐賀市立小中学校でも受け付けます 

手続に必要

なもの 

保護者様に対し、教科書及び教材の被害状況調査を行いますので、調査表

に必要事項を記入し、各学校へ提出してください。 

問い合わせ

先 

佐賀市教育部 学事課 学校支援係 

（ 0952-40-7359 ） gakuji@city.saga.lg.jp 

制度の内容 

学用品費、給食費、医療費、修学旅行費など、学校に係る費用の一部を援

助します。（学年や就学状況により該当しない費目があります）。 

制度が適用

される方 

災害等により、就学援助を支給する必要があると認められた世帯 

制度適用時

の注意点 

児童生徒が佐賀市立以外の学校に在籍している場合、佐賀市からの給食

費、医療費の支給は行いませんので、それぞれの在籍学校等へお問い合わ

せください。 

受付窓口 
佐賀市役所大財別館２階 学事課 学務係 

※児童生徒が在籍している佐賀市立小中学校でも受け付けます 

手続に必要

なもの 

以下の問い合わせ先にご確認ください。 

問い合わせ

先 

佐賀市教育部 学事課 学務係 

（ 0952-40-7358 ） gakuji@city.saga.lg.jp 
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〈貸付・融資〉 

（９）災害援護資金の貸付 

制度の内容 

災害により、負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔

慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し

付けます。 

【貸付限度額等】 

①世帯主に１か月以上の負傷がある場合

ア　当該負傷のみ １５０万円

イ　家財の３分の１以上の損害 ２５０万円

ウ　住居の半壊 ２７０万円

エ　住居の全壊 ３５０万円

②世帯主に１か月以上の負傷がない場合

ア　家財の３分の１以上の損害 １５０万円

イ　住居の半壊 １７０万円

ウ　住居の全壊（エの場合を除く） ２５０万円

エ　住居の全体の滅失又は流失 ３５０万円

貸付利率

据置期間

償還期間

貸付限度額

・連帯保証人を立てる場合は無利子
・連帯保証人を立てない場合は年１％（据置期間経過後）

３年以内（特別の場合５年）

１０年以内（据置期間を含む）  

制度が適用

される方 

・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１か月以上 

・家財の３分の１以上の損害 

・住居の半壊又は全壊・流失 

制度適用時

の注意点 

・所得制限があります。 

世帯人員

1人
2人

3人

4人

5人以上

世帯全員の市町村民税における前年の総所得金額等の合計

２２０万円
４３０万円

６２０万円

７３０万円

1人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は１，２７０万円  

・県内で災害救助法が適用された市町が１以上ある等の災害が対象 

・被災日の翌月 1 日から 3 か月以内に申請をする必要があります。 

受付窓口 本庁１階 ８番窓口 

手続に必要

なもの 

・診断書（世帯主の負傷を理由とする場合） 

・当該世帯の前年所得に関する当該市町村長の証明書（当該世帯が前

年度に佐賀市以外の自治体から住民税を課税されている場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 福祉総務課 政策係 

（0952-40-7249） fukushisomu@city.saga.lg.jp 

URL https://www.city.saga.lg.jp/main/51621.html 
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（１０）生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護費）） 

 

制度の内容 

 

 

 

金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対し

て、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な資金を貸し付ける制度で

す。 

 

生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少

額の費用（緊急小口資金）」や「被災したことにより臨時に必要となる費用（福

祉費（災害援護費））」についての貸付があります。 

それぞれの貸付限度額等は次のとおりです。 

 

【貸付限度額等】 

・緊急小口資金 

貸付限度額 １０万円以内 

貸付利率 無利子 

据置期間 貸付けの日から２か月以内 

償還期間 据置期間経過後１２月以内 

 

・福祉費（災害援護費） 

貸付限度額 1５０万円（目安） 

貸付利率 
連帯保証人を立てた場合   ：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年１．５％ 

据置期間 貸付けの日から６か月以内 

償還期間 据置期間経過後７年以内（目安） 
 

制度が適用

される方 

 

・低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯 

※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適

用除外 

制度適用時

の注意点 

・同じ福祉費で、「住宅補修費（P４５に掲載）」で融資を受けた場合、災害援

護費の貸付は行えません。 

・大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間や償還期間の拡大な

どの特例措置が実施されることがあります。 

受付窓口 佐賀市社会福祉協議会（佐賀市兵庫北三丁目 8 番 36 号） 

手続に必要

なもの 

資金の種類、世帯状況により用意するものが異なりますので、まずはお電話

をお願いします。 

問い合わせ

先 

佐賀市社会福祉協議会 

（0952-32-6670 ） fukushi@scshakyou.jp 
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（１１）佐賀県母子父子寡婦福祉資金 

制度の内容 

 

 

 

佐賀県母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済

的な自立と生活の安定を図るために必要な資金を貸し付ける制度です。 

 
災害に直接関係する資金としては「住宅資金」があります。 

 

このほかにも、たくさん資金が用意されていますが、資金の種類によって貸

付対象者、貸付限度額や利子に違いがありますので、詳しくは下記問い合わ

せ先にご相談ください。 

制度が適用

される方 

 

・母子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

１．母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養する方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20 歳未満） 

・父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

１．父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養する方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20 歳未満） 

・寡婦福祉資金（以下のどちらかに該当する方が対象） 

１．寡婦（かつて母子家庭の母であった方） 

２．４０歳以上の配偶者のいない女子でかつ母子家庭の母及び寡婦 

以外の方 

制度適用時

の注意点 

・貸付資金の種類に応じて条件があります。 

また、振込日に応じて申請書の提出期限を定めている場合がありまので、

詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。 

・災害により被災した母子家庭・父子家庭・寡婦等に対し、償還金の支払い

猶予制度があります。P２９をご参照ください。 

受付窓口 本庁１階５８番窓口 

手続に必要

なもの 

事前にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 こども家庭課 ひとり親支援係 

（0952-40-7292） kodomo@city.saga.lg.jp 

貸付限度額

対象経費

利率
据置期間

150万円。
災害等により必要と認められる場合200万円

住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するた
めに必要な費用

保証人を立てた場合無利子。立てない場合、年１％
貸付後6ヶ月
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（１２）緊急採用奨学金 

制度の内容 
災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変した

ことから奨学金が必要となった方に対して、奨学金を貸与します。 

制度が適用

される方 

災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変した

ため、奨学金を希望される方 

制度適用時

の注意点 

災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の

学生・生徒及び同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生・生徒で同等

の災害にかかったものについても、採用できる場合があります。 

受付窓口 学校窓口 

手続に必要

なもの 

学校窓口にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

学校窓口 
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〈減免・猶予等〉 

（１３）災害等に伴う各種証明書等の手数料免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

 

 

 

罹災証明書等の提示により、災害が原因で被災者が必要となった以下の

証明書等の手数料について免除します。 

・住民票(写) 

・印鑑登録証明書（再登録時の印鑑登録証交付手数料を含む） 

・戸籍謄抄本 

・税務諸証明 など 

※免除期間：罹災した日から１年以内 

※コンビニ及び本庁マルチコピー機での交付は対象外 

制度が適用

される方 

国、地方公共団体等が発行した、各種災害が原因となる罹災証明書等の

交付を受けた者 

制度適用時

の注意点 

災害が原因で必要となった各種申請に要する場合に限ります。 

受付窓口 

・本庁１階 ３６番～46 番窓口 

・各支所 市民サービスグループ 

・市民サービスセンター（佐賀市白山二丁目 エスプラッツ２階） 

※印鑑登録証の交付手続きは、市民サービスセンターでの取扱いはあり

ません。 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書又は被災届出証明書（原本） 

・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等） 

・各種証明書発行・交付手数料等免除申請書（窓口備付） 

※代理人での申請の場合は、委任状が必要 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 市民生活課 

（0952-40-7081） shimin@city.saga.lg.jp 
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（１４）マイナンバーカードの無料再交付 

（１５）個人市・県民税の減免 

制度の内容 

災害等により死亡又は障がい者となった場合や、受けた損害の金額（保険

金、損害賠償金等の補てん額を除きます。）が住宅や家財の被災前の価格

の３割以上である場合、前年中の合計所得金額に応じて納期未到来の当該

年度分市・県民税を減免できる場合があります。 

【減免割合】被害の程度により 12.5％～全額 

制度が適用

される方 

納税義務者に

対するもの 

災害等により死亡又は障がい者となった市・県民税の納税

義務者 

住宅や家財に

対するもの 

災害等により被害を受けた市・県民税の納税義務者（前年

中の合計所得金額が 1,000 万円以下の方に限ります。） 

制度適用時

の注意点 

・原則として、災害が発生した日の属する年度分の税額のうち、同日以後

に納期末日が到来する税額で、未納分が対象です。 

・損害の程度によっては、減免の対象とならない場合があります。 

受付窓口 本庁３階 市民税課 ※大規模災害の場合、特設窓口を設置 

手続に必要

なもの 

・減免申請書 

・印鑑（認印可） 

 氏名を自署し、マイナンバーカード又は運転免許証等で本人確認ができ

る場合は不要です。 

・罹災証明書 

・損害保険等の支払額証明書（損害保険等の支払を受けた場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 市民税課 個人市民税係 

（0952-40-7062） shiminzei@city.saga.lg.jp 

URL 
https://www.city.saga.lg.jp/main/55158.html 

https://www.city.saga.lg.jp/main/53667.html（大規模災害時） 

制度の内容 

 

天災により紛失、焼失または損傷したマイナンバーカードを再度作成す

る場合の手数料は無料です。 

制度が適用さ

れる方 

国、地方公共団体等が発行した、各種災害が原因となる罹災証明書等の

交付を受けた方 

制度適用 時の

注意点 

天災によりマイナンバーカードを紛失、焼失または損傷した場合に限り

ます。 

受付窓口 
・本庁１階 4７番～4９番窓口 

・各支所 市民サービスグループ 

手続に必要な

もの 

・罹災証明書または被災届出証明書（原本） 

・本人確認書類（運転免許証等） 

問い合わせ先 
佐賀市市民生活部 市民生活課 

（0952-40-7065） shimin@city.saga.lg.jp 
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（１６）固定資産税・都市計画税の減免 

 

 

制度の内容 

 

 

 

市の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を

減じた固定資産を対象に、被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を

減免します。 

 

【土地】 

被害面積が２割以上４割未満………………４割減免 

被害面積が４割以上６割未満………………６割減免 

被害面積が６割以上８割未満………………８割減免 

被害面積が８割以上…………………………全部減免 

 

【家屋・償却資産】 

評価額の２割以上４割未満の価値の減少…４割減免 

評価額の４割以上６割未満の価値の減少…６割減免 

評価額の６割以上の価値の減少……………８割減免 

全壊等または復旧不能のとき………………全部減免 

 

制度が適用

される方 

 

一定規模以上の被害を受けた固定資産税の納税義務者 

制度適用時

の注意点 

原則として、災害が発生した日の属する年度分の税額のうち、同日以後に

納期末日が到来する税額で未納付分が対象です。 

受付窓口 本庁３階 55 番窓口 ※大災害の場合、特設窓口を設置します。 

手続に必要

なもの 

・被災した部分の写真と、被災した部分を含む全景写真（スマート 

フォン等で撮影した場合、プリントアウトしてご提出ください。） 

・申請者ご本人であることを確認できる書類（マイナンバーカード等） 

※納税義務者及びその同居家族以外の方が手続きを行う場合、委任状が必

要です。 

※償却資産の一部損壊の場合は、減免割合の算出のため、修理費用が分か

る書類を求める場合があります。 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 資産税課 

土地一・二係、家屋一・二係、管理・償却資産係 

（0952-40-7070（土地）、7071（家屋）、7073（償却資産）） 

shisanzei@city.saga.lg.jp 



21 

（１７）市税の徴収猶予 

制度の内容 

災害により、市税を一時に納付することができないと認められる場合に

は、納税者の申請に基づき１年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認め

られることがあります。 

制度が適用

される方 

災害により市税を一時に納付することができない方 

 

制度適用時

の注意点 

申請にあたっては、徴収猶予を受けようとする対象税の納期限までに申

請する必要があります。 

受付窓口 本庁３階 5１番窓口 ※大災害の場合、特設窓口を設置 

手続に必要

なもの 

•徴収の猶予申請書 

•財産収支状況書 

•財産目録 

•収支の明細書 

•災害などの事実を証明する書類（※罹災証明書など） 

•担保の提供に関する書類（※猶予の金額が 50 万円を超え、猶予の期

間が 2 か月を超える場合に必要） 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 納税課 整理一・二・三係 

（0952-40-7076・40-7077） nozei@city.saga.lg.jp 
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（１８）国・県税の特別措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１９）県税の減免措置 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

罹災により、申告・納付などをその期限までにできないときや財産に相

当の損失を受けたときは、国税や県税などの申告・納付などの期限の延

長、納税の猶予制度の適用を受けられる場合があります。 

制度が適用

される方 

 

罹災された方、罹災により財産に相当な損失を受けた方又は罹災により

一時に納付することが困難となった方 

制度適用時

の注意点 

〇国税については、以下の案内をご覧ください。 

・暮らしの税情報「災害等にあったとき」 

・「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」 

上記は、国税庁 HP＞税の情報・手続・用紙＞税について調べる 

＞災害関連情報 

(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm) か

ら入手できます。 

〇県税について 

・税目によって申請期限や制度適用条件等が異なりますので、下記の問

い合わせ先にご確認ください。 

受付窓口 下記 問い合わせ先にご確認ください。 

手続に必要

なもの 

下記 問い合わせ先にご確認ください。 

問い合わせ

先 

国税：佐賀税務署  （0952-32-7511） 

県税：佐賀県税事務所（0952-30-3161） 

制度の内容 
罹災による損害を受け、罹災証明書又は被災届出証明書（P６参照）の

発行を受けた場合などは、県税が減免される場合があります。 

制度が適用

される方 

 

罹災により一定以上の損害が発生した方 

制度適用時

の注意点 

税目によって申請期限や制度適用条件等が異なりますので、下記の問い

合わせ先にご確認ください。 

受付窓口 下記 問い合わせ先にご確認ください。 

手続に必要

なもの 

下記 問い合わせ先にご確認ください。 

問い合わせ

先 

佐賀県税事務所（0952-30-3161） 
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（２０）国民健康保険税の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２１）国民健康保険税の徴収猶予 

制度の内容 

災害により、国民健康保険税を一時に納付することができないと認めら

れる場合には、納税者の申請に基づき１年以内の期間に限り、「徴収の

猶予」が認められることがあります。 

制度が適用

される方 

災害により国民健康保険税を一時に納付することができない方 

制度適用時

の注意点 

申請にあたっては、徴収猶予を受けようとする対象税の納期限までに申

請する必要があります。 

受付窓口 本庁３階 5１番窓口 ※大災害の場合、特設窓口を設置 

手続に必要

なもの 

•徴収の猶予申請書 

•財産収支状況書 

•財産目録 

•収支の明細書 

•災害などの事実を証明する書類（※罹災証明書など） 

•担保の提供に関する書類（※猶予の金額が 50 万円を超え、猶予の期

間が 2 か月を超える場合に必要） 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 納税課 整理一・二・三係 

（0952-40-7076・40-7077） nozei@city.saga.lg.jp 

 

制度の内容 

 

 

 

震災、火災、風水害その他これらに類する災害により、納税義務者若し

くはその世帯に属する被保険者が所有する住宅又は家財に、その価格の

10 分の 3 以上の損害（火災の場合は半焼以上。ただし、保険金、損害

賠償金等により補填される金額を除きます。）を受けた場合、国民健康保

険税の減免を受けることができます。 

制度が適用

される方 

災害により、住宅又は家財に著しい損害を受けた国民健康保険加入世帯

の納税義務者 

制度適用時

の注意点 

・国民健康保険税（所得割額）の算定基礎となった総所得金額等（擬制

世帯主の所得を含む）が 600 万円以下であること。 

・原則として、災害発生後１年以内に納期末日が到来する税額で、未納

付分が対象です。 

受付窓口 本庁１階 ２６～２８番窓口 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 等 

・損害保険等の支払額証明（損害保険等の支払いを受けた場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 保険年金課 資格賦課係 

（0952-40-7272） hoken@city.saga.lg.jp 
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（２２）国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予 

制度の内容 

医療機関等窓口で支払う一部負担金について、支払義務を負う世帯

主又は世帯員が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害によ

り死亡されたとき、心身に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害

を受けたとき、受けた損害の割合（保険金、損害賠償金等により補填

が行われた場合、損害の程度に相当する額から補填額を控除しま

す。）に応じて、一旦徴収猶予を行い、そのうえで減免できる場合が

あります。 

 

【要件別減免内容】 

 

制度が適用

される方 

一部負担金の支払義務を負う、一定規模以上の被害を受けた世帯主

又は世帯員 

制度適用時

の注意点 

・医療機関を受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。

遡っての減免は行えません。 

・国民健康保険以外の健康保険・共済組合等に加入されている方は、

当該健康保険等にお問い合わせください。 

受付窓口 本庁１階 ２３～２５番窓口 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 等 

・損害保険等の支払額証明（損害保険等の支払いを受けた場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 保険年金課 給付係 

（0952-40-7271） hoken@city.saga.lg.jp 

URL https://www.city.saga.lg.jp/main/3961.html 

 

 

 

 

 

 

減免の要件 減免内容
死亡したとき 免除
心身に障がいを受けたとき ７０パーセント減額
家屋等が全焼又は全壊 免除
家屋等が半焼又は大規模半壊 ７０パーセント減額
家屋等が部分焼又は半壊 ５０パーセント減額
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（２３）国民年金保険料の免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有

する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね 2 分

の 1 以上の損害を受けた時は、申請して承認されると国民年金保険料

が全額免除になります。 

制度が適用

される方 

 

国民年金第１号被保険者の方 

制度適用時

の注意点 

免除が承認された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金

を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。 

ただし、将来の老齢基礎年金の金額を計算する際、免除が承認された期

間は、保険料を全額納めた時に比べて 2 分の 1 の算入になり、年金額

が少なくなります。 

受付窓口 本庁１階 ２０～２１番窓口又は佐賀年金事務所 

手続に必要

なもの 

・被災状況届（日本年金機構様式） 

・身分証明書（マイナンバーカード等） 

・損害保険等の支払額証明（損害保険等の支払いを受けた場合） 

・罹災証明書 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 保険年金課 国民年金係 

（0952-40-7275） hoken@city.saga.lg.jp 
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（２４）後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免又は支払猶予 

制度の内容 

後期高齢者医療保険の被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震

災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又は

その他の財産について著しい損害を受けた際、受けた損害の金額（保

険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除きます。）に応じ

て、後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免又は徴収猶予を受

けられる場合があります。 

 

・受けた損害の金額が住宅又は家財等の価格の２割以上３割未満  

⇒ 徴収猶予 

・受けた損害の金額が住宅又は家財等の価格の３割以上 

⇒ 減額又は免除 

制度が適用

される方 

本人又は本人の属する世帯の世帯主が、災害により、住宅、家財又は

その他の財産について著しい損害を受けた後期高齢者医療保険の被

保険者又はその属する世帯の世帯主 

制度適用時

の注意点 

前年中の世帯の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合、適用され

ません。 

受付窓口 本庁１階１８、１９番窓口 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 

・損害保険等の支払額証明（損害保険等の支払いを受けた場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係 

（0952-40-7274） hoken@city.saga.lg.jp 
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（２５）介護保険料・介護サービス利用料の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 
火災や風水害などで著しい損害を受けた場合に、介護保険料の減免や徴

収猶予、介護サービス利用料の軽減を受けられることがあります。 

制度が適用

される方 

 

火災や風水害などにより、住宅・家財又はその他の財産について著しい

損害を受けた介護保険第１号被保険者・要介護認定者 

制度適用時

の注意点 

損害割合が１０分の３以上であって、かつ、前年中の世帯の合計所得金

額の合計額が 1,000 万円以下。 

受付窓口 
・本庁１階 ６、７番窓口 

・佐賀中部広域連合 業務課（佐賀商工ビル 5 階） 

手 続 に 必

要なもの 

・印鑑 

・罹災証明書の写し 

・保険金等で補填された額がわかるもの 

問 い 合 わ

せ先 

・佐賀市保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係 

（0952-40-7284） korei@city.saga.lg.jp 

・佐賀中部広域連合 業務課 

（0952-40-1135） rengo@chubu.saga.saga.jp 

URL https://www.chubu.saga.saga.jp/kaigohoken/hokenryo/_1372.html 
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（２６）放課後児童クラブ利用料の減免 

 

 

 

 

 

 

 

（２７）保育料の減免 

制度の内容 
災害で居住する家屋等に損害を受けた世帯について、保育料が減免

となる場合があります。 

制度が適用

される方 

居住する家屋等に損害を受けた、教育・保育施設に入所する児童が

いる世帯 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 
本庁１階 ５９～６２番窓口 

 

手続に必要

なもの 

・徴収金減免等申請書 

・罹災証明（コピー可）又は市が所有する罹災証明の閲覧・複写に

関する同意書 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 保育幼稚園課 入所・入園係 

（0952-40-７２８６） hoiku@city.saga.lg.jp 

 

 

 

 

制度の内容 
災害により、居住する家屋等に著しい損害を受けた場合、放課後児童

クラブ利用料の全部又は一部を減免します。 

制度が適用

される方 

 

災害で居住する家屋に床上浸水以上の被害を受けた、放課後児童ク

ラブを利用している児童の保護者 

制度適用時

の注意点 

全壊：利用料（基本、延長及び土曜日）の全額 

半壊又は床上浸水：利用料（基本、延長及び土曜日）の半額 

受付窓口 ・本庁１階 ５０～５３番窓口 

手続に必要

なもの 

・放課後児童クラブ利用料減額・免除申請書 

・罹災証明書等、居住地する家屋等が被害を受けたことを証明する

書類（コピー可） 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 子育て総務課 児童育成係 

（0952-40-7285） kosodate@city.saga.lg.jp 
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（２８）佐賀県母子父子寡婦福祉資金の償還猶予 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

 

 

 

佐賀県母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、

経済的な自立と生活の安定を図るために必要な資金を貸し付ける制

度です。（詳細は P1６、P4６を参照） 

【償還猶予ができる場合】 

災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、貸付を受け

た方が、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認め

られるとき。 

※連帯借受人が、支払期日に償還金を支払うことができると認められ

るときは、この限りではありません。 

制度が適用

される方 

罹災者で母子・父子・寡婦福祉資金貸付を受けている方 

制度適用時

の注意点 

連帯借受人がある場合は、連帯借受人の償還能力がないことを証する

書類の添付が必要。 

受付窓口 本庁１階 ５８番窓口 

手続に必要

なもの 

市長、警察署長又は消防署長が発行する証明書（罹災証明書など） 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 こども家庭課 ひとり親支援係 

（0952-40-7292） kodomo@city.saga.lg.jp 
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（２９）佐賀市有線テレビ使用料の減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３０）水道料金・下水道使用料の特別措置（佐賀市上下水道局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 
佐賀市有線テレビ加入者で被災された方の使用料を減免します。 

※救助から 2 か月間以内（救助日の属する月及びその翌月のみ） 

制度が適用

される方 

 

災害救助法による救助が行われた区域において、当該救助に係る災害

により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた方 

制度適用時

の注意点 

対象地区：富士町・三瀬村並びに大和町のうち大字八反原、大字梅野、

大字名尾並びに大字松瀬の全域並びに大和町大字久池井及び大字川上

の一部 

受付窓口 
本庁大財別館１階 地域政策課 

大和・富士・三瀬支所 各総務・地域振興グループ 

手続に必要

なもの 

・罹災状況の写真 

・罹災証明書 

・本人確認書類（マイナンバーカード又は運転免許証等） 

問い合わせ

先 

佐賀市地域振興部 地域政策課 地域政策係 

（0952-40-7210） chiiki@city.saga.lg.jp 

URL https://www.city.saga.lg.jp/main/1630.html 

制度の内容 
災害により被害を受けた方に対して、水道料金・下水道使用料の減免・

支払猶予を実施することがあります。 

制度が適用

される方 

 

佐賀市上下水道局給水区域内にお住まいで水道の契約をされている方

及び佐賀市内にお住まいで下水道を使用されている方 

制度適用時

の注意点 

対象地区（水道）：旧佐賀市、旧諸富町、旧大和町、旧富士町、 

旧久保田町 

※旧三瀬村は水道事業エリア外。旧川副町、旧東与賀町については次

の項にてご案内します。 

対象地区（下水道）：佐賀市全域 

受付窓口 佐賀市上下水道局 水循環部 業務課（若宮三丁目 6-60） 

手続に必要

なもの 

以下のうち、いずれか１つ 

・被害の状況が分かる写真 

・罹災証明書又は被災届出証明書の写し 

・その他被災状況が分かるもの 

問い合わせ

先 

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 

（0952-33-1313） gyomu.sui@city.saga.lg.jp 
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（３１）水道料金の特別措置（佐賀東部水道企業団） 

 

 

 

 

 

 

（３２）各種公共料金の減免、徴収猶予 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 
災害により被害を受けた方に対して、水道料金の減免・支払猶予を実施す

ることがあります。 

制度が適用

される方 

佐賀東部水道企業団による水道事業の給水区域内で水道の契約をされて

いる方のうち、災害による被害を受けた方 

制度適用時

の注意点 

対象地区：川副町、東与賀町。これ以外の地区の方は、佐賀市上下水道局

（P３０参照）へお問い合わせください。 

受付窓口 佐賀東部水道企業団（兵庫町大字西渕 1960-4） 

手続に必要

なもの 

以下のうち、いずれか１つ 

・被害の状況が分かる写真 

・罹災証明書又は被災届出証明書の写し 

・その他被災状況がわかるもの 

問い合わせ

先 

佐賀東部水道企業団 営業課（0952-30-6212） 

sagatsk1@huk.bbiq.jp 

制度の内容 
被災者の方に対して、電気・電話・携帯電話料金等の減免・支払猶予や一

部サービスの無料化を実施することがあります。 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

 

 

【電気】災害救助法の適用となる地域及び隣接する地域にお住まいの方 

【固定電話】災害救助法等の適用となる地域にお住まいの方で 24 時間以

上、電話が使用できなかったお客様及び建物損壊等で電話が使用できな

かったお客様 

 ※詳細は、NTT 西日本公式ホームページおよび支店ホームページのお

知らせをご確認ください。 

【携帯電話】被災地区にお住まいの方、又は被災地区にお住まいで携帯電

話が破損・紛失・故障した方や各種サービス等が使えなかった方 

制度適用時

の注意点 

それぞれの取扱会社にお問い合わせください。 

※ガス事業者については制度の有無について確認できておりません 

受付窓口 それぞれの取扱会社にお問い合わせください。 

手続に必要

なもの 

それぞれの取扱会社にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

九州電力 佐賀営業所  0120-639-467 

※営業所は、九州電力から委託を受けた九電ネクストが運営しています。 

西日本電信電話株式会社 （局番なし）116 

※九州電力以外の電力会社、西日本電信電話以外の固定電話、携帯電話に

かかる料金等の減免・支払猶予等については、ご契約先各社に個別にお

問い合わせください。会社によっては減免等の制度がない場合もありま

す。 
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（３３）NHK 放送受信料の免除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

制度の内容 
災害により被害を受けたNHK受信契約者に対する放送受信料が一定期間

免除されることがあります。 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）による救助が行われた区域内

において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程

度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契

約。この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する

月及びその翌月の２か月間とする。 

 

・上記項目によるもののほか、非常災害があった場合において、免除すべ

き放送受信契約の範囲および免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の

承認を受けたもの。 

制度適用時

の注意点 

免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により既にお支払

いただいている場合は、お支払済み分を免除期間終了後のご請求分に充当

させていただきます。 

受付窓口 日本放送協会（NHK）佐賀放送局 

手続に必要

なもの 

ＮＨＫによる調査、又は放送受信契約をいただいている皆さまからのお届

けにより、免除対象となる方を確定させていただきます。 

問い合わせ

先 

NHK ふれあいセンター 
（ナビダイヤル：0570-07７-077、ＩＰ電話等によりナビダイヤルが

つながらない場合は、050-3786-5003） 
※受付時間：午前 9 時～午後６時（土日祝日も受付） 
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（３４）市営住宅の家賃の減免又は徴収猶予 

（３５）県営住宅の家賃の減免又は徴収猶予 

 

 

 

 

制度の内容 
市営住宅の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、家賃の支

払いが困難となった場合に、家賃の減額ができる場合があります。 

制度が適用

される方 

 

災害により著しい損害を受けた市営住宅の入居者 

 

制度適用時

の注意点 

・減免の期間は１年以内 

・徴収猶予期間は、1 か月以上６か月以内 

・家賃の滞納がないこと 

・収入等の条件あり 

受付窓口 ・本庁５階 建築住宅課 

手続に必要

なもの 

・市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書（様式第１７号） 

・所得証明書 

・罹災証明書 

・印鑑 

問い合わせ

先 

佐賀市建設部 建築住宅課 住宅政策係 

（0952-40-7291） kenchikujutaku@city.saga.lg.jp 

制度の内容 
県営住宅の入居者又は同居者の方が、災害により著しい損害を受けた場

合、家賃の減免・支払猶予を実施することがあります。 

制度が適用

される方 

 

県営住宅入居者又は同居者で、災害により身体又は財産に著しい損害を

受けた方 

制度適用時

の注意点 

・減免の期間は１年以内 

・徴収猶予期間は、１カ月以上６カ月以内 

・家賃滞納や迷惑行為など、公営住宅法、佐賀県営住宅条例及び佐賀 

県営住宅条例施行規則に違反する行為を行っていないこと。 

・収入等の条件あり 

受付窓口 
佐賀県営住宅（東部地区）指定管理者 （株）マベック佐賀管理室 

（八丁畷町８番１号 佐賀総合庁舎別館内） 

手続に必要

なもの 

・減免申請書、・誓約書 

・災害の復旧にかかる費用がわかるもの 

問い合わせ

先 

佐賀県営住宅指定管理者 

株式会社マベック 佐賀管理室（0952-20-2500） 
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（３６）住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

制度の内容 

地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けたご返済中の被災

者（旧住宅金融公庫から融資を受けてご返済中の被災者を含みます。）に

対して、返済方法を以下の通り変更します。 

 

【概要】 

１．返済金の払込みの措置：罹災による家計収支の悪化の程度に応じて、 

１～３年 

２．措置期間中の金利引下げ：罹災による家計収支の悪化の程度に応じ

て、0.5～1.5％引下げ（ただし、引下げ後の金利が０％を下回る場

合は 0.01％までの引下げ） 

 ※フラット３５（買取型）の場合は 0.5％引き下げた金利 

３．返済期間の延長：罹災による家計収支の悪化の程度に応じて、 

１～３年 

※支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自

己資金額等を加味した「罹災割合」に応じて決まります。 

詳細は、住宅金融支援機構又は各金融機関にご相談ください。 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

以下のいずれかに該当し、被災後の収入が住宅金融支援機構で定める基

準以下となる見込みの方 

１．融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 

２．債務者又は家族の死亡・負傷により著しく収入が減少した方 

３．商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受けたため、著

しく収入が減少した方 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 ご返済中の金融機関窓口 

手続に必要

なもの 

詳しくは事前にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター 

災害専用ダイヤル （0120-086-353）※災害専用ダイヤル 

URL 
住宅金融支援機構ホームページ 

https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/hisai.html 
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（３７）児童扶養手当の所得制限緩和措置 

制度の内容 

児童扶養手当受給者において、震災、風水害、火災その他これらに類

する災害により、受給者又は配偶者若しくは扶養義務者が所有する

住宅、家財又はその他の財産につき被害金額（保険金、損害賠償金等

を除く）がその価格の概ね２分の１以上の損害を受けた場合は、損害

を受けた月から翌年１０月までの手当については、所得制限を適用

せず、その全部を支給する場合があります。 

 

なお、原則は災害が生じた日から１４日以内に以下のものを提出す

る必要がありますが、特別な事情がある場合等はそれ以降の提出で

も構いません。 

制度が適用

される方 

児童扶養手当受給者のうち、住宅、家財又はその他財産に被害を受け

た方 

制度適用時

の注意点 

被害を受けた財産の被害金額が、被災財産の価格の２分の１以上で

ある必要があります。 

受付窓口 本庁 1 階 ５４～５７番窓口 

手続に必要

なもの 

・児童扶養手当被災状況書 

※被災財産の詳細及び保険金等の受取の有無を記載する必要が 

あります。 

・受給者本人であることが確認できる書類（マイナンバーカード 

又は運転免許証等） 

・被災した住宅等の詳細が分かるもの（規模、構造、延面積、価  

 格等が必要） 

・保険金又は損害賠償金の受取状況が分かるもの（該当の場合） 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係 

（0952-40-7252） kodomo@city.saga.lg.jp 
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（３８）特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の特例措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給権（資格）

者で、所得制限により支給が停止されている方のうち、災害により住宅

や家財等に概ね 1/2 以上の損害を受けた方については、申請により支給

停止を一定期間行わないことができる場合があります。 

 

※支給停止を解除する期間は、災害により住宅等が損害を受けた月から

翌年 7 月までです。 

制度が適用

される方 

 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給権（資格）

者で所得制限により支給が停止されている方のうち、住宅や家財等に概

ね 1／2 以上の損害を受けた方 

制度適用時

の注意点 

被災された年の事業収入等の減少により、生活が圧迫される方を対象と

しているため、被災された年の所得額が所得制限限度額以上であった場

合、特例措置によって支給された手当は全額返還となりますのでご注意

ください。 

受付窓口 本庁 1 階 ９～１３番窓口 

手続に必要

なもの 

・特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別障害者手当 被災状況書 

・罹災証明書又は被災届出証明書 

問い合わせ

先 

佐賀市保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係 

（0952-40-7251） shogaifukushi@city.saga.lg.jp 
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（3９）パスポート発給手数料の減免（災害救助法又は被災者再建支援法適用時） 

 
制度の内容 

 

 

大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため、パスポ

ートの発給手数料を減免（全額免除）される場合があります。 

制度が適用

される方 

 

佐賀市に住民票を有している、または被災当時に佐賀市に住民票を有し

ていた方で全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方 

 

制度適用時

の注意点 

・申請期間は、災害救助法等の適用日から原則１年です。 

・オンライン申請による受付はできません。 

 

受付窓口 市民サービスセンター（佐賀市白山二丁目 エスプラッツ２階） 

手続に必要

なもの 

・減免申請書（県手数料の減免申請様式） 

・罹災証明書 ※原本の提出が必要です。提示のみ又は写しは不可 

・住民票の写し又は戸籍の附票（災害発生時の居住地を証明する書類） 

・その他発給申請等、通常の申請に必要な書類 

問い合わせ

先 

佐賀市市民生活部 市民生活課 市民サービスセンター 

（0952-２７-６７００） shimin@city.saga.lg.jp 
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〈生活環境・ごみ〉 

（４０）屋内消毒用薬剤の配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４１）災害ごみの回収・運搬 

 

制度の内容 

災害により床上浸水し、屋内の消毒が必要な世帯へ消毒薬を無償で配布

します。 

【配布手続き】 

単位自治会長などからの申し出により、自治会長宅又は自治公民館等に

配布 

【配布する消毒薬】 

塩化ベンザルコニウム（液体） 

制度が適用

される方 

 

床上浸水し、屋内の消毒が必要な世帯 

制度適用時

の注意点 

消毒薬を配布できるのは、床上浸水した家屋のみです。 

受付窓口 原則、単位自治会長を通じて環境政策課が配布。 

手続に必要

なもの 

－ 

問い合わせ

先 

佐賀市環境部 環境政策課 生活環境係 

（0952-40-7200） kankyoseisaku@city.saga.lg.jp 

制度の内容 

自治会単位等で集積された災害ごみの回収・運搬を行います。 

また、災害により飛来したごみ等については、環境パトロール係が現場

の状況を確認し、回収します。 

制度が適用

される方 

佐賀市内の居宅等が被災した方 

制度適用時

の注意点 

受付期間を設定しますので、問い合わせ先にご確認ください。 

受付窓口 旧清掃センター（高木瀬町大字長瀬 2563－１、佐賀市清掃工場東） 

手続に必要

なもの 

－ 

問い合わせ

先 

佐賀市環境部 環境保全課 環境パトロール係 

（0952-30-2436） kankyohozen@city.saga.lg.jp 

URL 
https://www.city.saga.lg.jp/main/63536.html 

（循環型社会推進課のページ、災害発生後随時更新） 
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（４２）災害ごみの搬入処理手数料減免 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４３）し尿くみ取り手数料の半額助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

次の条件に当てはまる場合、搬入処理手数料を減免します。 

①「瞬間最大風速 35m/秒以上の台風」又は「震度４以上の地震」に 

よって生じた災害ごみを、佐賀市清掃工場へ直接搬入する場合 

 

②「①の災害規模に該当しないが、罹災証明書の発行を受けた災害」に

よって生じた災害ごみを、佐賀市清掃工場へ直接搬入する場合 

※清掃工場の受付時に罹災証明書の提示が必要です。 

制度が適用

される方 

佐賀市内の居宅が被災した方 

制度適用時

の注意点 

上記①、②に該当する災害の場合のみ減免対象となります。 

受付窓口 佐賀市清掃工場（佐賀市高木瀬町大字長瀬 2369） 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 

・住所が確認できる書類（マイナンバーカード又は運転免許証など） 

問い合わせ

先 

佐賀市環境部 循環型社会推進課 

（0952-30-2430） junkan@city.saga.lg.jp 

制度の内容 

佐賀市災害対策本部が設置された豪雨等の災害又はその他の状況によ

り、市長が認めた災害に罹災した世帯について、「災害時し尿汲取実施

要領」に基づき、各地区のし尿収集・運搬許可業者から罹災者の方に汲

み取り手数料の１/２を返還します。 

制度が適用

される方 

 

豪雨等により便槽が浸水した世帯 

制度適用時

の注意点 

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業によ

り下水道が供用開始されて３年を経過した区域の世帯は対象外 

受付窓口 各地区のし尿収集・運搬許可業者にお問い合わせください。 

手続に必要

なもの 

市と各地区のし尿収集・運搬許可業者との間で手続きを行いますので、

罹災者の方が用意するものはございませんが、便槽が浸水した場合は、

速やか(3 日程度)に各地区の許可業者にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

佐賀市環境部 衛生センター 

（0952-26-7302） eisei@city.saga.lg.jp 
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２．住まいの確保・再建のための⽀援 

〈復旧への⽀援・助成〉 

（４４）災害ボランティアの派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

制度の内容 

災害時には、市内外から多くのボランティアが駆けつけることが想

定されます。 

被災者の様々なニーズとこれらのボランティアをつなぐため、佐賀

市とともに災害ボランティアセンターを設置します。 

 

災害ボランティアセンターでは、ボランティアの受入れ、ニーズの受

付、ボランティアの派遣に至るまでの以下の業務を行います。 

（１）被災者からのボランティアニーズの把握 

（２）ボランティア募集等の情報発信 

（３）災害ボランティアの受付（特定の技能、資格等を要する専門 

   ボランティア以外のもの）及び派遣 

（４）災害ボランティア活動に必要な物品等の調達 

（５）佐賀市災害対策本部との連携による災害情報の収集及び 

市民等に対する情報の提供 

制度が適用

される方 

 

罹災世帯 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 佐賀市災害ボランティアセンター（佐賀市社会福祉協議会内） 

手続に必要

なもの 

特にありません。電話にてお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

佐賀市社会福祉協議会 

（0952-32-6670） soumu@scshakyou.jp 
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（４５）土砂等の除去・埋戻し等の復旧作業費用の助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

土砂災害により、宅地に土砂等が流入、又は宅地から土砂等が流失した

とき、佐賀市から土砂等の除去、又は流出土砂の埋戻しにかかる費用の

一部を助成します。 

制度が適用

される方 

罹災された住宅又は宅地の所有者等 

制度適用時

の注意点 

補助対象とならない経費もありますので、詳しくは下記までお問い合わ

せください。 

受付窓口 本庁 2 階 危機管理防災課 

手続に必要

なもの 

・土砂災害復旧作業支援補助金交付申請書 

 （自治会長による罹災確認の証明が必要となります。） 

・復旧作業費の見積書及び領収書の写し 

・復旧作業に係る写真（作業前、作業後、使用した重機等） 

問い合わせ

先 

佐賀市総務部 危機管理防災課 地域防災係 

（0952-40-7034） shouboubousai@city.saga.lg.jp 
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（４６）住宅の応急修理（災害救助法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

制度の内容 

災害で住家が被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は大規模な補

修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世

帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最

小限度の部分を応急的に修理します。 

 

【応急修理の実施】 

市が業者に委託して実施 

【修理限度額】 

１世帯あたり以下のとおり（令和５年４月基準） 

・大規模半壊・中規模半壊・半壊の世帯 

７０万６千円以内 

・準半壊（損害割合 10％以上 20％未満）の世帯 

3４万 3 千円以内 

※同じ住宅に２以上の世帯が同居している場合は、１世帯とみなされ

ます。 

制度が適用

される方 

 

 

 

災害救助法が適用され、以下の要件を満たす方 

・罹災証明書において、「全壊、大規模半壊、半壊及び一部損壊（準半

壊）」と判定されている方 

・原則、応急仮設住宅に入居していない方 

制度適用時

の注意点 

修理費用が修理限度額を超える場合や対象とならない工事は、自己負担

となります。 

受付窓口 本庁５階 建築住宅課 

手続に必要

なもの 

・申込書 

・申出書（資力に関するもの） 

・印鑑 

・罹災証明書 

・被害状況が分かる写真 

問い合わせ

先 

佐賀市建設部 建築住宅課 住宅政策係 

（0952-40-7291） kenchikujutaku@city.saga.lg.jp 
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〈融資〉 

（４７）災害復興住宅融資（建設）

制度の内容 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、本市から「罹災

証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資で

す。 

・融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 

 ※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以上

必要です。 

・融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定め

る基準を満たすことが必要です。 

・この融資は、融資の日から最長３年間の元金据置期間を設定でき、据置

期間を設定すると返済期間を延長することができます。 

 

※１ 上記の額又は所要額のいずれか低い額が上限となります。 

また、高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額、所要額又は

機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額が上限です。 

※２ 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債務者を

含む）全員が亡くなられるまでです。※元金据置期間は設定不能。 

※３ 土地を取得する場合とは、罹災後に申込本人が有償で土地の所有権又は借

地権を取得する場合をいいます。 

（注）その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ

（下記 URL 参照）又は下記問い合わせ先へご確認ください。 

制度が適用

される方 

 

ご自分が居住するため、又は罹災した親等が住むための住宅を建設される

方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」

の発行を受けた方 

制度適用時

の注意点 

「準半壊」及び「一部損壊」は対象外となります。 

受付窓口 独立行政法人住宅金融支援機構 本店（郵送） 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 

・借入申込書類 

・収入及び納税に関する証明書 

・本人確認資料 

・工事請負契約書、売買契約書、土地の登記事項証明書 等 

問い合わせ

先 

独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター 

（0120-086-353）※災害専用ダイヤル 

URL https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html 

融資限度額（※１） 返済期間（※２）
土地を取得する場合（※３） ３，７００万円
土地を取得しない場合 ２，７００万円

３５年
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（４８）災害復興住宅融資（住宅購入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、本市から「罹災

証明書」を交付されている方が、新築住宅、中古住宅を購入する場合に受

けられる融資です。 

・融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません。 

 ※店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約２分の１以

上必要です。 

・融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定

める基準を満たすことが必要です。 

・この融資は、融資の日から最長３年間の元金据置期間を設定でき、据

置期間を設定すると返済期間を延長できます。 

 
※１ 上記の額又は所要額のいずれか低い額が上限となります。 

また、高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額、所要

額又は機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額

が上限となります。 

※２ 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債

務者を含む）全員がお亡くなりになるまでです。 

なお、元金据置期間は設定できません。 

（注）その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームペー

ジ（下記 URL 参照）又は下記問い合わせ先へご確認ください。 

制度が適用

される方 

 

 

ご自分が居住するため、又は罹災した親等が住むための住宅を購入され

る方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明

書」の発行を受けた方 

制度適用時

の注意点 

「準半壊」及び「一部損壊」は対象外となります。 

受付窓口 独立行政法人住宅金融支援機構 本店（郵送） 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 

・借入申込書類 

・収入及び納税に関する証明書 

・本人確認資料 

・工事請負契約書、売買契約書、土地の登記事項証明書 等 

問い合わせ

先 

独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター 

（0120-086-353）※災害専用ダイヤル 

URL https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html 

融資限度額（※１） 返済期間（※２）

３，７００万円 ３５年
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（４９）災害復興住宅融資（補修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、本市から「罹災

証明書」を交付されている方が、住宅を補修する場合に受けられる融資で

す。 

・融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定

める基準を満たすことが必要です。 

・この融資は、融資の日から１年間の元金据置期間を設定でき、据置期

間を設定すると返済期間を延長することができます。 

 
※１ 上記の額又は所要額のいずれか低い額が上限となります。 

また、高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額、所要

額又は機構による担保評価額（建物と敷地の合計額）のいずれか低い額

が上限となります。 

※２ 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人（連帯債

務者を含む）全員がお亡くなりになるまでです。 

なお、元金据置期間は設定できません。 

（注）その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームペー

ジ（下記 URL 参照）又は下記問い合わせ先へご確認ください。 

制度が適用

される方 

 

ご自分が居住するため、又は罹災した親等が住むための住宅を補修され

る方で、「罹災証明書」の発行を受けた方 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 独立行政法人住宅金融支援機構 本店（郵送） 

手続に必要

なもの 

・罹災証明書 

・借入申込書類 

・収入及び納税に関する証明書 

・本人確認資料 

・工事請負契約書、売買契約書、土地の登記事項証明書 等 

問い合わせ

先 

独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター 

（0120-086-353）※災害専用ダイヤル 

URL https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html 

融資限度額（※１） 返済期間（※２）

１，２００万円 ２０年
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（５０）生活福祉資金制度による貸付（福祉費（住宅補修費）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を

貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです 

 

【貸付限度額等】 

・福祉費（住宅補修費） 

貸付限度額 ２５０万円（目安） 

貸付利率 
連帯保証人を立てた場合   ：無利子 

連帯保証人を立てない場合：年１．５％ 

据置期間 貸付けの日から６か月以内 

償還期間 据置期間経過後７年以内（目安） 
 

制度が適用

される方 

 

低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯 

制度適用時

の注意点 

・同じ福祉費で、災害援護資金（P１５に掲載）の融資を受けた場合、住

宅補修費の融資は受けられません。 

・大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間や償還期間の拡

大などの特例措置が実施されることがあります。 

・このほかにも生活福祉資金には、総合支援資金、教育支援資金、不動産

担保型生活資金がありますので、詳しくは佐賀県社会福祉協議会、又

は佐賀市社会福祉協議会へご相談ください。 

受付窓口 佐賀市社会福祉協議会（佐賀市兵庫北三丁目８番３６号） 

手続に必要

なもの 

資金の種類、世帯状況により必要なものが異なりますので、まずはお電

話をお願いします。 

問い合わせ

先 

佐賀市社会福祉協議会 

（0952-32-6670） fukushi@scshakyou.jp 
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（５１）佐賀県母子父子寡婦福祉基金の住宅資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るた

め、住宅の建設・購入・補修等に必要な資金を貸し付ける制度です。 

 

【貸付限度額等】 

 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

 

 

 

・母子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

１．母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養する方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20 歳未満） 

・父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象） 

１．父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養する方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20 歳未満） 

・寡婦福祉資金（以下のどちらかに該当する方が対象） 

１．寡婦（かつて母子家庭の母であった方）４０歳以上の配偶者のいな

い女子でかつ母子家庭の母及び寡婦以外の方 

２．４０歳以上の配偶者のいない女子でかつ母子家庭の母および寡婦以

外の方 

制度適用時

の注意点 

・貸付資金の種類に応じて条件があります。 

また、振込日に応じて申請書の提出期限を定めている場合がありますの

で、詳しくは、下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

※被災された母子家庭・父子家庭・寡婦等に対し、償還金の支払い猶予制

度があります。P２９をご参照ください。 

受付窓口 本庁１階 ５８番窓口 

手続に必要

なもの 

事前にお問い合わせください。 

問い合わせ

先 

佐賀市子育て支援部 こども家庭課 ひとり親支援係 

（0952-40-7292） kodomo@city.saga.lg.jp 

貸付限度額

対象経費

利率
据置期間

150万円。
災害等により必要と認められる場合200万円

住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するた
めに必要な費用

保証人を立てた場合無利子。立てない場合、年１％
貸付後6ヶ月
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（５２）宅地防災工事資金融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事

を行うよう改善勧告、又は改善命令を受けた方に対して、のり面の保護、

排水施設の設置、整地、擁壁の設置（旧擁壁の撤去を含みます。）の工事の

ための費用を融資します。 

 

【貸付限度額等】 

 

※上記の額又は所要額のいずれか低い額が上限となります。 

（注）詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ（下

記 URL 参照）又は下記の問い合わせ先にご確認ください。 

制度が適用

される方 

 

宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築

基準法に基づき、勧告又は改善命令を受けた方 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 独立行政法人住宅金融支援機構 本店（郵送又は来店） 

手続に必要

なもの 

・勧告書又は改善命令書 

・借入申込書類 

・収入及び納税に関する証明書 

・本人確認資料 

・土地の登記事項証明書 等 

問い合わせ

先 

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 

（ コールセンター 0120－0860－35 ）※通話料無料 

URL https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/takubo/index.html 

融資限度額 1,190万円　※
償還期間 20年以内
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（５３）地すべり等関連住宅融資 

制度の内

容 

地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれがある家屋を移転した

り、これに代わる住宅を建設又は購入する場合にご利用できます。 

 

【融資対象となる地すべり等関連住宅】 

地すべり 

関連住宅 

地すべり等防止法の規定による関連事業計画に基づいて

移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に基

づいて除却される家屋に代わるべきものとして新たに建

設され、又は購入される家屋をいいます。 

土砂災害 

関連住宅 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律の規定による勧告に基づいて移転される家屋

又は当該勧告に基づいて除去される家屋に代わるべきも

のとして新たに建設され、又は購入される家屋をいいま

す。 

密集市街地 

関連住宅 

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

の規定による勧告に基づいて除却される家屋に代わるべ

きものとして新たに建設され、又は購入される家屋をい

います。 

浸水被害 

防止区域 

関連住宅 

特定都市河川浸水被害対策法の規定による勧告（家屋の

移転又は除却を実施すべき旨の勧告である場合に限りま

す。以下この定義において同じです。）に基づいて移転さ

れる家屋又は勧告に基づいて除却される家屋に代わるべ

きものとして新たに建設若しくは購入される家屋をいい

ます。 

津波災害 

特別警戒区域 

関連住宅 

津波防災地域づくりに関する法律の規定による勧告（家

屋の移転又は除却を実施すべき旨の勧告である場合に限

ります。以下この定義において同じです。）に基づいて移

転される家屋又は勧告に基づいて除却される家屋に代わ

るべきものとして新たに建設若しくは購入される家屋を

いいます。 

災害予防 

補助事業等 

関連住宅 

次の１または２の場合に該当し、これらの場合に基づい

て移転される家屋又はこれらの場合に基づいて除却され

る家屋に代わるべきものとして新たに建設若しくは購入

される家屋をいいます。 

１ 家屋について移転し、又は除却する必要があり、か

つ、当該家屋の敷地の全部又は一部が次の（１）又は

（２）の区域に含まれる場合 

（１）防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上
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の特別措置等に関する法律の規定による集団移転促進

事業で家屋の移転等を行う場合 

（２）建築基準法の規定により地方公共団体が条例で指

定した災害危険区域 

２ 家屋について移転し、又は除却する必要があり、か

つ、当該家屋について移転又は除却その他これに準ず

る措置に要する費用の全部又は一部について補助を行

うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定

した場合 

【融資限度額等】 

(1)移転資金又は建設資金の場合 

 

(2) 購入資金の場合 

 

※１ 上記の額又は所要額のいずれか低い額が上限となります。 

※２ 土地を取得する場合とは、罹災後に申込本人が有償で土地の所有権又

は借地権を取得する場合をいいます。 

※３ 建築基準法の勧告又は命令に基づいて、移転又は除却される家屋と代

わるべきものとして建築される家屋についても、融資の対象となる場

合があります。 

（注）その他詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ

（下記 URL 参照）又は下記の問い合わせ先にご確認ください。 

制度が適

用される

方 

関連事業計画又は勧告に基づいて、住宅を移転又は除去する際の当該家屋の

所有者、賃借人又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明

する書類の発行を受けた方 

受付窓口 独立行政法人住宅金融支援機構 本店（郵送又は来店） 

手続に必

要なもの 

・移転などを要することを証明する書類 

・借入申込書類 

・収入及び納税に関する書類 

・本人確認資料 

・土地及び既存家屋の登記事項証明書 

問い合わ

せ先 

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 

（ 0120－0860－35 ）※通話料無料 

URL https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/jisuberi/index.html 

返済期間

土地を取得する場合（※２） 3,700万円

土地を取得しない場合 2,700万円
35年

融資限度額（※１）

融資限度額（※１） 返済期間

3,700万円 35年



51 

〈住宅の提供〉 

（５４）市営住宅への一時入居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

罹災者の生活再建を支援することを目的として、一時的な居住場所の確保

が困難な場合、住宅確保までの一時的な居住場所として市営住宅を提供し

ます。 

空き室の提供となりますので、被災されたご自宅の近隣で提供できない場

合がございますので、あらかじめご了承ください。 

制度が適用

される方 

佐賀市内で発生した火災および災害対策基本法第２条第１号に定める災害

により、住宅に被害を受け、居住不能な方 

制度適用時

の注意点 

一時使用の期間は、原則３か月以内とします。 

受付窓口 本庁５階 建築住宅課 

手続に必要

なもの 

・申請者ご本人であることを確認できるもの（マイナンバーカード及び 

健康保険証など） 

・罹災証明書 

※罹災者及びその同居家族以外の方が手続きを行う場合、委任状が必要で

す。 

問い合わせ

先 

佐賀市建設部 建築住宅課 住宅政策係 

（0952-40-7291 ） kenchikujutaku@city.saga.lg.jp 
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（５５）民間賃貸住宅借上げ制度（みなし仮設住宅）（災害救助法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

制度の内容 

災害で住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居を確保することが

できない方に対して、民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業です。 

【みなし仮設住宅の実施】 

県・貸主・入居者の 3 者で締結する定期建物賃貸借契約です 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助法が適用され、以下の要件を満たす方 

１．住宅の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない方 

（「半壊」（「大規模半壊」を含みます。）であって、水害により流入し

た土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住

できない方などはご相談ください。） 

２．自らの資力では住家を確保することができない方 

３．被災した住宅の応急修理制度または障害物の除去制度を利用して 

  いない方 

ない方 制度適用時

の注意点 

応急仮設住宅に入居している場合、対象となりません。 

借上げ住宅には、家賃上限額等の条件があります。 

受付窓口 本庁５階 建築住宅課 

手続に必要

なもの 

・申込書 

・申出書（資力に関するもの） 

・罹災証明書 

・被災後の写真 

問い合わせ

先 

佐賀市建設部 建築住宅課 住宅政策係 

（0952-40-7291）  kenchikujutaku@city.saga.lg.jp 
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〈減免〉 

（５６）建築確認手数料の免除 

制度の内容 

災害により住宅を滅失し、又は破損した者が住宅の建築等をする場合

に建築確認手数料を免除するものです。 

●災害発生の日から６月以内に建築等を行う場合、建築確認申請手数

料等を全額免除。 

●免除対象となる手数料は、確認申請手数料、中間検査手数料、完了

検査手数料。 

 

制度が適用

される方 

●佐賀市内で住宅を建築等される方で、「罹災証明書」の発行を受け 

た方 

制度適用時

の注意点 

- 

受付窓口 
本庁 6 階 建築指導課（佐賀県佐賀市栄町 1 番 1 号） 

 

手続に必要

なもの 

・建築確認申請書一式（図面等も含む） 

・罹災証明書 

 

問い合わせ

先 

佐賀市役所 建築指導課 建築審査係（TEL：0952-40-7171） 

URL https://www.city.saga.lg.jp/main/3519.html 
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３．農林漁業・中⼩企業・⾃営業者への⽀援制度 

〈融資〉 

（５７）災害貸付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

日本政策金融公庫では地震、台風、豪雨などの災害により被害を受けた

事業者の皆さまを対象とした「災害貸付」を行います。 

 

 

制度適用 時

の注意点 

・ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。 

・審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

受付窓口 日本政策金融公庫 佐賀支店 国民生活事業 

手続に必要

なもの 

直接お問い合わせください。 

問い合わせ

先 

株式会社日本政策金融公庫 佐賀支店  国民生活事業 

（0570-094-616）※ナビダイヤル 

URL https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigaikashitsuke_m.html 

一般貸付・特別貸付 生活衛生貸付

ご利用いただける方

別に指定された災害により被害を受けた
事業者の方で、次のいずれかに該当する
方

1. 災害により直接被害を受けた方
2. 前1以外の方で、直接被害を受けた事
業者との取引に起因する売上の減少、売
掛金債権の固定化等の間接的な被害を受
けたと認められた方

別に指定された災害により被害を受けた
生活衛生関係の事業者の方または生活衛
生同業組合等（以下「組合等」とい
う。）で、次のいずれかに該当する方

1. 災害により直接被害を受けた方
2. 前1以外の方で、直接被害を受けた事
業者との取引に起因する売上の減少、売
掛金債権の固定化等の間接的な被害を受
けたと認められた方
3. 前1、2に該当する方の営業復旧・再
開のため共同購入事業を行う組合等

資金のお使いみち

被災によって生じた損害を復旧するため
に必要な運転資金および設備資金

1. 被災によって生じた損害を復旧する
ために必要な運転資金および設備資金
2. 被災した生活衛生関係の事業を営む
方の営業復旧・再開のために組合等が必
要とする共同購入運転資金

ご融資限度額

各融資制度のご融資限度額に1災害につ
き3,000万円を加えた額

一般貸付または振興事業貸付のご融資限
度額に1災害につき3,000万円（組合等
は5,000万円）を加えた額

ご返済期間

【一般貸付】
運転資金：10年以内
＜うち据置期間2年以内＞

設備資金：10年以内
＜うち据置期間2年以内＞

【特別貸付】
各融資制度に定められたご返済期間内＜
据置期間については各融資制度に定めら
れた期間内＞

運転資金：10年以内＜据置期間につい
ては各融資制度に定められた期間内＞

設備資金：各融資制度に定められたご返
済期間内＜うち据置期間2年以内＞

利率（年） 各融資制度に定められた利率 各融資制度に定められた利率
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
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（５８）災害復旧貸付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

日本政策金融公庫では地震、台風、豪雪や大規模な火災などの災害に

より被害を受けた中小企業の方を対象とした「災害復旧貸付」を行い

ます。 

 

【融資限度額・利率（年）・ご返済期間】 

・融資限度額 

  直接貸付  別枠 1 億 5 千万円 

代理貸付   直接貸付の範囲内で別枠 7 千 5 百万円 

・利率（年）  基準利率（閣議決定により、特別利率が適用 

される場合があります。） 

・ご返済期間 

  設備資金  15 年以内（うち据置期間 2 年以内） 

  運転資金  10 年以内（うち据置期間 2 年以内） 

制度が適用さ

れる方 

別に指定された災害により被害を受けた中小企業の方 

制度適用 時の

注意点 

・担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさ

せていただきます。 

・直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の

方の個人保証が必要となります。 

受付窓口 
直接貸付  日本政策金融公庫佐賀支店 中小企業事業の窓口 

代理貸付  日本政策金融公庫中小企業事業の代理店の窓口 

手続に必要な

もの 

直接お問い合わせください。 

問い合わせ先 
株式会社日本政策金融公庫 佐賀支店 中小企業事業 

（0952-24-7224） 

URL https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/saigai.html 
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（５９）小規模事業者経営改善資金（マル経融資） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業

者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度で

す。 

 

資金の使い道 運転資金 設備資金 

融資限度額 ２０００万円 

ご返済期間 

（うち据置期間） 

7 年以内 

（1 年以内） 

10 年以内 

（2 年以内） 

利率（年） 
特別利率 F 

※令和５年６月 1 日時点 1.09 

保証人・担保 

・保証人、担保は不要 

・ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工  

会会長等の推薦が必要です。 
 

制度が適用

される方 

 

 

 

被害証明書等を受け、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方

針に沿って事業を行う商工業者であって、激甚災害指定の適用を受けた

地域に事業所を有し、当該事業所が災害により直接被害を受けられた方、

または直接被害を受けられた方と一定の取引がある方 

制度適用時

の注意点 

－ 

受付窓口 ご加入の商工会議所、又は商工会にご相談ください。 

手続に必要

なもの 

下記窓口へお問い合わせ下さい。 

問い合わせ

先 

佐賀商工会議所 企業支援部 

電話 0952-24-5158  FAX 0952-26-2914 

佐賀市北商工会 

電話 0952- 62-0174  FAX 0952- 62-2786 

佐賀市南商工会 

電話 0952- 47-2590  FAX 0952- 47-3756 
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（６０）日本政策金融公庫による農林漁業者への資金貸付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の内容 

日本政策金融公庫では、農林漁業者等に対する各種の資金貸付を行いま

す。 

【資金貸付の種類】 

 農林水産事業 

適用できる制度 農林漁業施設資金 

（災害復旧施設） 

農林漁業セーフティーネット 

資金（災害） 

資金の使いみち 災害を原因とする農林漁業施設

の被害の復旧に必要な資金 

災害により被害を受けた経営の

再建に必要な資金 

融資限度額 負担額の８０％または１施設あ

たり３００万円（特認６００万

円）のいずれか低い額 

（一般）６００万円 

【特認】年間経営費等の 

６／12 以内 

融資期間 

（うち据置期間） 

１５年以内（３年以内） １５年以内（３年以内） 

 

○農業基盤整備資金：農地・牧野又はその保全・利用上必要な施設の 

復旧のための資金融資 

○林業基盤整備資金：森林、林道等の復旧のための資金融資 

○漁業基盤整備資金：漁港、漁場施設の復旧のための資金融資 

 

上記のほかにも、農林漁業者等に対する資金貸付があります。 

制度が適用

される方 

 

農林漁業者等 

制度適用時

の注意点 

各種貸付事業の詳細については、日本政策金融公庫佐賀支店にご確認く

ださい。 

受付窓口 日本政策金融公庫佐賀支店 農林水産事業窓口 

手続に必要

なもの 

直接お問い合わせください。 

問い合わせ

先 

株式会社日本政策金融公庫 佐賀支店 農林水産事業 

（0952-27-4120） 
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〈保証〉 

（６１）セーフティーネット保証４号 

制度の内容 

信用保証協会は、自然災害等の突発的事由（豪雨、地震、台風等）によ

り経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図

るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。 

 

【保証額】 

融資額の全額を保証（１００％） 

【保証料率】 

信用保証協会所定（１．０％以内） 

【保証限度額】 

無担保８千万円、最大で２億８千万円まで、一般保証とは別枠で利用

できます。 

【担保】 

弾力的に取り扱います。 

【保証人】 

原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 

制度が適用

される方 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のとおり、（イ）、（ロ）の両方に該当する事業者（間接的な被害を受

けた方を含みます。） 

（イ）指定地域（災害救助法適用又は都道府県から指定要請が 

あって、国が認めた地域）において 1 年以上継続して事業を行っ

ていること。 

（ロ）災害の発生に起因し、当該災害の影響を受けた後、原則として最

近 1 か月の売上高等が前年同月に比して 20％以上減少してお

り、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月間の売上高等が前年同期に

比して 20％以上減少することが見込まれること。 

※売上高等の減少について、市長の認定が必要です。 

制度適用時

の注意点 

信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合

がありますので、あらかじめご了承ください。 

受付窓口 

佐賀県信用保証協会（佐賀市白山二丁目 1 番 12 号：佐賀商工ビル 

3 階）、又は希望の金融機関窓口 

※売上高等の減少にかかる市長の認定手続：本庁５階 商業振興課 

手続に必要

なもの 

問い合わせ先へご確認ください。 

問い合わせ

先 

佐賀県信用保証協会（0952-24-4342） 

※売上高等の減少にかかる市長の認定手続については 

佐賀市経済部 経済政策課（0952-40-7102） 



５９ 
 

・佐賀市役所 

〒840-8501 佐賀市栄町１番１号  

電話（代表） 0952-24-3151 

⇒JR 佐賀駅から徒歩５分 佐賀駅バスセンターから徒歩２分 

最寄りのバス停：「市役所前」、「市役所南」 

 

 

 

 

 

 

・大財別館（教育委員会部局：(7)～(８)、地域政策課：(30)） 

〒840-0811 佐賀県佐賀市大財三丁目１１番２１号 

⇒最寄りのバス停：「市役所南」、「戸上電機前」 

 

市営住宅に関するご相談は 5 階へ 

税⾦に関するご相談は３階へ 

罹災証明書、各種弔慰⾦・⾒舞⾦、国⺠健康保険、介護保険、
住⺠票・各種税証明⼿数料の減免などに関するご相談は１階へ 



６０ 
 

○佐賀市社会福祉協議会（P.11、14、３９、４５関連） 

〒849-0919 佐賀市兵庫北三丁目 8 番 36 号 

 佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館）３階 

 

○佐賀県税事務所 

〒849-0925 佐賀市八丁畷町８番１号（佐賀総合庁舎内） 

電話（代表）0952-30-316１  FAX 0952- 33-4628 

 

○佐賀県営住宅（東部地区）指定管理者 （株）マベック佐賀管理室 

〒849-0925 佐賀市八丁畷町８番１号 佐賀総合庁舎別館内 

電話（代表）0952-20-2500  FAX 0952-20-2533 

 

 

○（株）日本政策金融公庫 佐賀支店 

〒840-0816 佐賀市駅南本町 4 番 21 号（佐賀銀行本店北側） 

電話：＜国民生活事業＞ 0952-22-3341 

   ＜農林水産事業＞ 0952-27-4120 

   ＜中小企業事業＞ 0952-24-7224 

○佐賀県信用保証協会 

〒840-0826 佐賀市白山二丁目 1 番 12 号（佐賀商工ビル） 

電話：0952-24-4341  FAX：0952-24-5698 

 

※独立行政法人住宅金融支援機構については、住所が東京ですので掲載を省略させ

ていただきます。 

※佐賀県税事務所は総合庁舎へ 
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